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 本委員会の付議事件に関して、次の調査を行ったので、その結果を報告します。  
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初めに  

2 0 00年 以 来 の 地 方 分 権 改 革 推 進 に よ り 、 地 方 自 治 体 の 権 限 が 拡 大 し た こ と に 伴

い、議会の権限、役割は大幅に増加した。横浜市会は、二元代表民主制を首長と対

等に担う我が国最大の基礎自治体の議会として、市民の負託に応え、その役割を果

たしていくため、その時々で、議会改革検討懇話会、議会のあり方調査会及び市会

運営委員会において、さまざまな課題を検討し、議会改革を継続的に進めてきてい

る。   

前任期における市会運営委員会では、議長から「地方分権の進展や社会経済状況

の変化など、市政を取り巻く環境が大きく変化している中で、議会の果たす役割へ

の市民の期待もますます高まっていることから、さらなる議会活動の活性化を図り、

市民の期待に応えられるよう課題に対する調査・検討」の諮問があった。  

その諮問事項の一つに「議会基本条例の制定」の項目があり、協議結果は、「議

会基本条例の制定については、今後の議会のあり方を踏まえ協議していく必要があ

ることから、改選後の新たな議会において協議すべきものである。」とされた。  

このような経緯を踏まえ、平成２３年の統一地方選挙後の新たな議会構成におけ

る市会運営委員会において、議会基本条例の制定に関する協議の場として、地方自

治法第 1 0 9条及び横浜市会委員会条例第５条の規定に基づく特別委員会を設置する

こととなり、平成２３年５月３１日の市会本会議の議決を得て、本特別委員会が設

置された。  

その後、議会基本条例の制定に関する検討に当たっては、議会改革を進めるため

の課題解決に向けた協議を行った後、協議結果を踏まえ、議会基本条例の制定に関

する協議を行うこととし、各会派及び執行機関から議会活動全般についての意見、

課題を提出いただき、提出された各課題等を大きく６つの項目に分類した上で、課

題ごとに道府県及び政令指定都市における取り組み等を調査するとともに、本市会

の現状を改めて確認しながら、調査・検討を行ってきた。  

２年にわたり、２５回の委員会活動の結果、各課題の解決に向け、新たな取り組

みや見直しを決定するとともに、議会基本条例を制定することを決定した。  

この報告書は、横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会の活動と協議結

果等の内容を報告するものである。  

                   委  員  長   嶋  村  勝  夫
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１  付議事件  

  市政に係る諸課題の解決に向け、市会がその役割をさらに発揮していくため、

市 会 の 立 法 機 能 を 高 め る な ど 、 市 会 の 自 主 的 ・ 自 律 的 な 改 革 を 一 層 推 進 し て い

く 上 で 、 市 会 議 員 と し て の 活 動 や 議 会 活 動 の あ り 方 な ど を 明 確 に す る た め 、 横

浜市会基本条例の制定に関する調査・検討を行うこと。  

 

２  協議内容  

（１）  各会派、議員及び当局から提出された検討項目  

ア  大項目（１）「議会・議員の活動原則」に関する検討項目  

イ  大項目（２）「議会と住民の関係」に関する検討項目  

ウ  大項目（３）「議会と執行機関の関係」に関する検討項目  

エ  大項目（４）「議会の組織・権限・審議」に関する検討項目  

オ  大項目（５）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関する検討  

項目  

カ  大項目（６）「大都市自治における議会のあり方」に関する検討項目    

（２）検討項目の協議結果に基づく会議規則、委員会条例などの改正内容  

（３）市会基本条例制定の必要性  

（４）市会基本条例での規定事項  

   

３  協議方法等  

（１）議員活動、議会活動など市会全般について協議する。  

（２）現行の諸規定（会議規則、委員会条例など）の改正も含め協議する。  

（３）その他必要に応じた事項を協議する。  

（４）各検討事項の協議を行った後、議会基本条例制定の必要性について協議する。  

（５）議会基本条例に規定すべき事項について協議する。  

 

４  委員会の運営方法等  

（１）原則、閉会中の活動とし、会期中は開催しない。  

（２）基本的な検討を行い、運用などの詳細は運営委員会などの所管に検討を委ね   

る。  
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５  これまでの委員会活動の経緯  

（１）平成２３年６月２３日  

委員会の運営方法等について協議した結果、調査期間をおおむね２年程度と

し、平成２５年第２回市会定例会において調査結果報告書を提出することとし

た。  

また、検討項目については、  

・議員活動、議会活動など市会全般について協議すること。  

・現行の諸規定（会議規則、委員会条例など）の改正も含め協議すること。  

・各会派、議員及び当局から意見、課題等の提出を受け、協議すること。  

以上のとおりとし、委員会終了後に各会派等へ検討項目の提出を依頼すること

とした。  

 

（２）平成２３年８月２６日  

各 会 派 及 び 総 務 局 か ら 提 出 さ れ た 検 討 項 目 に つ い て 、 考 え や 内 容 の 説 明 を

受けた後、意見交換、質疑を行い、引き続き協議することと決定した。  

 

（３）平成２３年１２月１日  

各会派等から提出された検討項目の議論に当たっての参考とするため、資料  

に基づき議会局の説明を受け、議会基本条例の役割、議会の憲法上の位置づけ、

議会の役割・機能等、及び検討項目を整理するに当たり大きく６つに分類した

基本的な論点について、意見交換を行った。  

各会派の意見を参考にさらに整理した検討項目（案）を作成し、次回委員会

から具体的な協議に入ることを決定した。  

 

（４）平成２４年１月３１日  

   委員会として共通認識を持てるようにするため、資料に基づき議会局の説明

を受け、議会基本条例の性格、位置づけについて、意見交換及び質疑を行った。  

その後、前回委員会で確認された基本的な論点に基づき、  

・当委員会で検討を行う項目  

・運営委員会に協議を依頼する項目  
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・その他検討項目としない項目  

に整理し、意見交換、質疑を行った後、運営委員会に協議を依頼する項目、及

び検討項目としない項目については、委員長から運営委員会委員長、または、

提出会派に申し入れすることを決定した。  

 また、前回委員会で要求のあった「他都市における議会基本条例制定に伴う

議会運営等の変更」について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、

質疑を行った。  

 

（５）平成２４年４月５日  

   平成２４年４月２４日午後１時３０分開会予定の委員会において、元全国都

道府県議会議長会議事調査部長の野村稔氏を参考人として招致し、「議会改革

の条件、自主的・自立的な改革の推進」について意見聴取することを決定した。  

   なお、傍聴を希望する議員を募るため、委員長名で各議員宛てに通知するこ

ととした。  

また、平成２５年第２回市会定例会での調査結果報告書の提出を前提に、６

つの大分類ごとの検討スケジュール（案）について、資料に基づき、議会局の

説明を受け確認し、具体的な検討に入ることとした。  

 

（６）平成２４年４月２４日  

参考人の元全国都道府県議会議長会議事調査部長の野村稔氏から「議会改革

の条件、自主的・自立的な改革の推進」についての意見を聴取し、質疑を行っ

た。  

なお、委員、議会局職員のほか１３人の議員が傍聴した。  

 

（７）平成２４年５月１８日  

   大分類（２）「議会と住民の関係」に関して、議会基本条例を制定している

１６道府県、及び５政令市の特徴ある取り組みについて、資料に基づき議会局

の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定した。  

 

（８）平成２４年６月６日  



 

- 6 - 

大分類（２）「議会と住民の関係」に関し、前回委員会での議論や他都市の

取り組みを参考に、各検討項目に関する取り組み案とその課題等について、資

料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き次回委員会

で検討することとし、各会派に取り組み案の取りまとめに向けた協議を依頼し

た。  

また、平成２４年７月１７日午後２時開会予定の委員会において、山梨学院

大学法学部政治行政学科教授の江藤俊昭氏を参考人として招致し、「議会基本

条例」について意見聴取することを決定し、傍聴を希望する議員を募るため、

委員長名で各議員宛てに通知することとした。  

 

（９）平成２４年７月５日  

大分類（２）「議会と住民の関係」に関し、前回委員会で要求のあった「他

都市におけるポスター作成状況」、及び「常任委員会等のインターネット中継

の実施に要する経費」について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、

質疑を行った。  

また、協議結果（案）について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交

換、質疑を行い、次回委員会でまとめるため、各会派での協議を依頼した。  

 

（ 10）平成２４年７月１７日  

参考人の山梨学院大学法学部政治行政学科教授の江藤俊昭氏から「議会基本

条例」についての意見を聴取し、質疑を行った。  

なお、委員、議会局職員のほか１８人の議員が傍聴した。  

 

（ 11）平成２４年７月２４日  

平成２４年７月５日開催の委員会で会派持ち帰りとした大分類（２）「議会

と住民の関係」に関する検討項目について、各会派の意見を聴取したところ、

意見が分かれた項目があり、また、議会広報に関する項目の実施に向けた協議

の依頼先についても意見の一致が得られなかった。  

このため、多数意見を委員会としての協議結果とし、少数意見もあわせて報

告することとした。  
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次に、大分類（３）「議会と執行機関の関係」に関し、議会基本条例を制定

している２２道府県、及び７政令市の特徴ある取り組みについて、資料に基づ

き議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定

した。  

 

（ 12）平成２４年８月２９日  

平成２４年７月２４日開催の委員会で決定した大分類（２）「議会と住民の

関係」に関する協議結果について、資料により内容を確認した。  

なお、議会広報・広聴に関する協議結果については、団長会議へ協議結果に

基づく取り組みの実施を依頼することとした。  

次に、大分類（３）「議会と執行機関の関係」に関し、前回委員会で要求の

あった「本会議における一問一答方式導入に係る議場改修経費」、及び「政令

指定都市における質疑・質問別実施状況、実施形態及び発言時間等」について、

資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行った。  

また、協議結果（案）について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交

換、質疑を行い、引き続き検討することを決定した。  

 

（ 13）平成２４年９月２１日  

大分類（３）「議会と執行機関の関係」に関し、資料に基づき議会局の説明

を受け、意見交換、質疑を行った。  

なお、「議会と執行機関の関係」に関する検討項目について、次回の委員会

で方向性・取り組み案をまとめるために、各会派で検討することとした。  

 

（ 14）平成２４年１１月９日  

前回委員会で会派持ち帰りとした大分類（３）「議会と執行機関の関係」に

関する検討項目については、再度、会派持ち帰りとした。  

次に、大分類（４）「議会の組織・権限・審議」に関し、議会基本条例を制

定している２２道府県、及び７政令市の特徴ある取り組みについて、資料に基

づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決

定した。  
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（ 15）平成２４年１１月２０日～２１日（行政視察）  

議会基本条例の制定に関する取り組みについて、他都市の先進事例を以下の  

とおり視察した。  

ア  福島県議会（視察事項：議会基本条例の制定に関する取り組みについて）  

   議会基本条例の位置づけ、制定の意義、制定までの経緯及び制定後の取り組  

みについて、意見聴取、質疑及び議場の見学を行った。  

イ  宮城県議会（視察事項：議会基本条例の制定に関する取り組みについて）  

   議会基本条例の制定の経緯及び経過、議会基本条例の特徴ある取り組みにつ  

いて、意見聴取、質疑及び議場の見学を行った。  

ウ  岩手県議会（視察事項：議会基本条例の制定に関する取り組みについて）  

   議会基本条例の制定の経緯及び経過、制定過程での工夫した点及び制定に伴

い実施している具体的な取り組みについて、意見聴取、質疑及び議場の見学を  

行った。  

 

（ 16）平成２４年１１月２６日  

平 成 ２ ４ 年 １ １ 月 ９ 日 開 催 の 委 員 会 で 再 度 、 会 派 持 ち 帰 り と し た 大 分 類

（３）「議会と執行機関の関係」に関する検討項目について、各会派の意見を

聴取したところ、意見が分かれた項目があった。  

また、各会派の意見を議会局にまとめさせ、次回の委員会で取りまとめる取

り扱いとした。  

次に、大分類（４）「議会の組織・権限・審議」に関し、前回委員会で要求

のあった「地方自治法第９６条第２項の規定による議決すべき事件に関する事

項」、「他都市の各取り組みに関する議会基本条例の規定内容」、「地方自治

法第 1 0 0条第１２項に規定されている協議又は調整を行う場の具体的な設置状

況」、及び「法制部門の人材確保などの人事配置に関する取組等」について、

資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討する

ことを決定した。  

 

（ 17）平成２４年１２月３日  

大分類（３）「議会と執行機関の関係」に関する検討項目について、前回委
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員会での各会派の意見をまとめた資料について、議会局の説明を受けた後、意

見の一致が得られなかった項目については、多数意見を委員会としての協議結

果とし、少数意見もあわせて報告すること、また、中分類②の「質疑・質問の

形態」及び「質疑・質問の形態に即した議場の改修」については、引き続き検

討していくことを決定した。  

なお、各検討項目の協議結果に基づき、実施に向けた協議を市会運営委員会

に依頼することとした。  

次に、大分類（４）「議会の組織・権限・審議」に関し、前回委員会で要求

のあった資料のうち、「議決事件の拡大を議会基本条例で位置づけている都市

の規定内容及び議会基本条例以外の条例で規定している条例の規定内容と規定

に当たっての考え方や基準」及び「規定した計画の定期的な検証の機会に関す

る規定状況」については、作成次第、委員に配付することとし、「法曹資格を

有する人材の活用状況」について、資料に基づき議会局の説明を受けた後、中

分類ごとに意見交換、質疑を行い、次回委員会で各検討項目の方向性・取り組

み案を取りまとめるため、各会派での協議を依頼した。  

 

（ 18）平成２５年１月９日  

平成２４年１２月３日開催の委員会で決定した大分類（３）「議会と執行機

関の関係」に関する協議結果について、全会一致で決定した項目、多数意見と

少数意見に分かれた項目を取りまとめた資料により、内容を確認した。  

次に、大分類（４）「議会の組織・権限・審議」に関し、平成２４年１１月

２６日開催の委員会で要求のあった「議決事件の拡大を議会基本条例で位置づ

けている都市の規定内容及び議会基本条例以外の条例で規定している条例の規

定内容と規定に当たっての考え方や基準」及び「規定した計画の定期的な検証

の機会に関する規定状況」と、前回委員会で要求のあった「流山市の法曹資格

を有する任期付職員の給与」、及び大分類（４）「議会の組織・権限・審議」

の検討項目の協議に当たっての考え方や協議の方向性などについて、資料等に

基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行った。  

また、各検討項目の方向性・取り組み案を次回の委員会で示した上で、取り

まとめていくことを決定した。  
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（ 19）平成２５年１月２５日  

大分類（４）「議会の組織・権限・審議」に関し、前回委員会で要求のあっ

た「横浜市が策定している計画の一覧」、及び検討項目の「方向性・取り組み

（案）」について、資料等に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行

い、次回委員会でまとめるため、各会派での協議を依頼した。  

次に、大分類（５）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」、及び大

分類（６）「大都市自治における議会のあり方」をあわせて協議することとし、

まず、大分類（５）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、議

会基本条例を制定している２２道府県、及び８政令市の特徴ある取り組みにつ

いて、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検

討することを決定した。  

次に、大分類（６）「大都市自治における議会のあり方」に関し、１９政令

指定都市の特徴ある取り組みについて、資料に基づき議会局の説明を受け、意

見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定した。  

 

（ 20）平成２５年２月１３日  

前回委員会で会派持ち帰りとした大分類（４）「議会の組織・権限・審議」

に関する検討項目について、各会派の意見を聴取したところ、意見が分かれた

項目があった。  

また、各会派の意見を議会局にまとめさせ、次回の委員会で示した上で、取

りまとめる取り扱いとした。  

次に、大分類（５）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、

前回委員会で要求のあった「海外視察を原則１回と規定した理由や根拠」、及

び「他都市における報酬検討機関の構成員や仕組み」について、資料に基づき

議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定し

た。  

次に、大分類（６）「大都市自治における議会のあり方」に関し、前回委員

会で要求のあった「区づくり推進会議の設置の経緯」、「区づくり推進会議の

議事録の形態と取り扱い」、「区行政への議会審議・審査の方法」、及び「他

都市における区行政への議会の関与と議事録等の公開」について、資料に基づ
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き議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定

した。  

 

（ 21）平成２５年４月１５日  

平成２５年２月１３日開催の委員会で決定した大分類（４）「議会の組織・

権限・審議」に関する協議結果について、全会一致で決定した項目、多数意見

と少数意見に分かれた項目を取りまとめた資料により内容を確認するとともに、   

議決事件の拡大に関する多数意見の中で、各分野における基本的な計画等を所

管の常任委員会で議決事件とすることについて判断する際の指標を定める必要

があるとの意見があったことから、指標の案についてもあわせて確認した。  

なお、決定した各検討項目の協議結果に基づき、実施に向けた協議を団長会

議及び市会運営委員会に依頼することとした。  

次に、大分類（５）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、

前回の委員会で要求のあった「適正な議員定数や議員報酬についての有識者の

意見等」、及び前回委員会での議論を踏まえ作成した各検討項目の方向性・取

り組み案について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、

次回委員会でまとめるため、各会派での協議を依頼した。  

次に、大分類（６）「大都市自治における議会のあり方」に関し、前回委員

会での議論を踏まえ作成した各検討項目の方向性・取り組み案について、資料

に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、次回委員会でまとめる

ため、各会派での協議を依頼した。  

次に、今後の委員会の運営方法として、次回の委員会で、大分類（１）「議

会・議員の活動原則」と、継続協議となっている大分類（３）「議会と執行機

関の関係」に関する検討項目の「質疑・質問の形態」、及び「議会基本条例制

定の必要性」について協議することを確認した。  

なお、大分類（１）「議会・議員の活動原則」に関する検討項目は、「議会

基本条例制定の必要性」について協議した後に、その結果に基づき協議するこ

とを確認した。  

 

（ 22）平成２５年４月２４日  
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大分類（５）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、前回委  

員 会 で 要 求 の あ っ た 「 海 外 視 察 費 用 へ の 政 務 調 査 費 の 充 当 に 係 る 裁 判 例 」 、

「議員派遣（海外視察）の実施状況等」、及び「本市会における海外視察の実

績」について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行った。  

その後、大分類（５）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関す

る検討項目のうち、初めに、議員派遣の海外視察について、各会派の意見を聴

取したところ、意見の一致が得られなかったため、多数意見を委員会としての

協議結果とし、少数意見もあわせて報告することを決定した。  

なお、決定した協議結果に基づき、実施に向けた協議を団長会議に依頼する

こととした。  

次に、議員派遣を除く、その他の大分類（５）「議員の政治倫理、報酬、政

務調査費、研修」に関する検討項目について、各会派の意見を聴取し、費用弁

償の支給形態の例示を次回委員会で示した上で、支給形態について協議を行い、

その他の項目とあわせて取りまとめることとした。  

次に、大分類（６）「大都市自治における議会のあり方」に関し、前回委員

会で要求のあった「政令指定都市における区自治協議会制度の活用状況」につ

いて、資料に基づき議会局の説明を受けた後、各会派の意見を聴取し、区づく

り推進横浜市会議員会議運営要領の改正案を次回委員会で示した上で、協議を

行い、その他の項目とあわせて取りまとめることとした。  

次に、継続協議となっている大分類（３）「議会と執行機関の関係」に関す

る検討項目の質疑・質問の形態については、次回委員会で協議することを決定

し、各会派での協議を依頼した。  

次に、大分類（１）「議会・議員の活動原則」に関し、議会基本条例を制定

している２２道府県、及び８政令市の特徴ある取り組みについて、資料に基づ

き議会局の説明を受け、「議会基本条例制定の必要性」の協議とあわせ、次回

委員会で引き続き検討することを決定し、各会派での協議を依頼した。  

 

（ 23）平成２５年５月７日  

大分類（５）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、費用弁

償の支給形態を例示するため、「政令指定都市における費用弁償の支給状況」、
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及び「費用弁償の支給について（案）」の資料に基づき、議会局の説明を受け、

意見交換、質疑を行い、次回委員会で取りまとめるため、各会派での協議を依

頼した。  

また、大分類（５）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」のそのほ

かの検討項目に対する前回委員会での意見を取りまとめた資料により確認した

が、議員派遣に関して自民党の委員より、海外視察の資格要件に関し、「議員

としての経歴が２年に満たない期間は実施できない」とした前回の意見表明に

ついて、年数制限を廃止する意見に変更したいとの申し出があったため、各会

派の意見を聴取し、次回委員会でまとめるため、会派持ち帰りとした。  

次に、大分類（６）「大都市自治における議会のあり方」に関して、区づく

り推進横浜市会議員会議の公開については、平成２５年４月２４日開催の委員

会でそれぞれ４つの意見に分かれたため、改めて各会派の意見を聴取したとこ

ろ、意見の一致が得られなかったため、多数意見を委員会としての協議結果と

し、少数意見もあわせて報告することを決定した。  

また、区づくり推進横浜市会議員会議運営要領の改正案を示すこととしてい

たが、担当する市民局と調整中のため、次回委員会で示すこととした。  

次に、継続協議となっている大分類（３）「議会と執行機関の関係」に関す

る検討項目の質疑・質問の形態について、各会派の意見を聴取し、次回委員会

で取りまとめるため、会派持ち帰りとした。  

次に、「議会基本条例制定の必要性」について、各会派の意見を聴取したと

ころ「議会、議員の活動内容や横浜市会が取り組む事項等を市民に明確に示し、

市 民 に 市 会 の 役 割 や 活 動 状 況 を 理 解 し て い た だ く た め に 、 議 会 基 本 条 例 は 必

要」との意見で一致したため、次回委員会で取りまとめることとした。  

次に、大分類（１）「議会・議員の活動原則」の検討項目の考え方について、

各会派の意見を聴取したところ、一部修正の意見があり、次回委員会で取りま

とめるため、会派持ち帰りとした。  

 

（ 24）平成２５年５月１３日  

大分類（５）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、前回委  

員会で要求のあった「会議等への出席に係る費用弁償の支給額試算」について、
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資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行った。  

その後、費用弁償の支給形態について各会派の意見を聴取したところ、意見

の一致が得られなかったため、多数意見を委員会としての協議結果とし、少数

意見もあわせて報告することを決定した。  

次に、海外視察の資格要件の変更に関し、「横浜市会議員の海外視察取扱い

要綱の変更案」について、資料に基づき議会局の説明を受け、質疑を行った後、

各会派の意見を聴取したところ、意見の一致が得られなかったため、多数意見

を委員会としての協議結果とし、少数意見もあわせて報告することを決定した。  

なお、決定した各検討項目の協議結果に基づき、実施に向けた協議を団長会

議及び市会運営委員会に依頼することとした。  

次に、大分類（６）「大都市自治における議会のあり方」に関して、「区づ

くり推進横浜市会議員会議運営要領の変更案」について、資料に基づき議会局

の説明を受け、意見交換、質疑を行った後、案のとおり変更することを決定し

た。  

なお、会議の公開については、市民局及び各区と調整した後に各区で協議す

ることとした。  

また、決定した検討項目の協議結果に「区づくり推進横浜市会議員会議運営

要領の変更案」を加え、意見の一致が得られなかった項目については、多数意

見を委員会としての協議結果とし、少数意見もあわせて報告することとし、実

施に向けた協議を団長会議に依頼することとした。  

次に、大分類（３）「議会と執行機関の関係」に関する検討項目の質疑・質

問の形態に即した議場の改修については、前回の委員会で意見がなかったため、

平成２４年１１月２６日開催の委員会で多数意見となっている「現行どおり」

とすることを委員会としての協議結果とし、少数意見もあわせて報告すること

とした。  

次に、大分類（１）「議会・議員の活動原則」の検討項目の考え方について

の一部修正について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行

った後、修正することを決定した。  

次に、議会基本条例に盛り込むべき項目を示した構成案について、資料に基

づき議会局の説明を受け、質疑を行い、次回委員会で取りまとめるため、会派
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持ち帰りとした。  

   次に、委員会の活動期間を考慮し、委員会で議会基本条例の構成案を策定し、

条例の制定を市会運営委員会に依頼する取り扱いとすることを全会一致で決定

した。  

次に、委員会報告書の案について、議会局の説明を受け、質疑を行い、次回

委員会で取りまとめるため、会派持ち帰りとした。  

 

（ 25）平成２５年５月２９日  

議会基本条例の構成案について、各会派の意見を聴取したところ、全会一致

をもって案のとおりとすることを決定した。  

な お 、 議 会 基 本 条 例 に つ い て は 、 市 会 運 営 委 員 会 で 検 討 さ れ る こ と に な る

が 、 こ れ ま で の 委 員 会 で の 協 議 を 踏 ま え 、 特 に 条 例 の 前 文 に は 「 開 か れ た 議

会 」 や 、 「 市 民 に 分 か り や す く 理 解 さ れ る 議 会 」 と す る 理 念 を 明 記 す る こ と 、

及 び 条 例 制 定 に 当 た っ て は 、 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 等 を 実 施 し 、 市 民 の 意 見 を

聴取すべきとの意見があった。  

次に、委員会報告書の案について、各会派の意見を聴取したところ、全会一

致をもって案のとおりとすることを決定した。  

 

６  各検討項目及び協議結果  

（１）各検討項目の協議結果決定日（最終）  

ア  大項目（１）「議会・議員の活動原則」    （平成２５年５月１３日）  

イ  大項目（２）「議会と住民の関係」      （平成２４年７月２４日）   

ウ  大項目（３）「議会と執行機関の関係」    （平成２５年４月７日）  

エ  大項目（４）「議会の組織・権限・審議」     （平成２５年４月１５日）  

オ  大項目（５）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」  

（平成２５年５月１３日）  

カ  大項目（６）「大都市自治における議会のあり方」  

（平成２５年５月１３日）  

（２）各検討項目の協議結果  

別紙１のとおり  
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７  議会基本条例の構成（案）  

別紙２のとおり  

 

８  議会基本条例制定に向けたまとめ  

  横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会は、２年にわたる活動を終え

るが、横浜市会の各会派及び執行機関から提出された議会全般にわたる課題を精

力的に協議し、他都市の取り組み等の検証を行い、より効率的、効果的で市民に

分かりやすい議会を目指し、その協議結果をあらわしてきた。  

横浜市会議員各位におかれては、当特別委員会の協議結果に基づく、新たな取

り組みや見直しについて、添付資料により確認いただき、それらを着実に実施す

ることで、地方自治の制度である二元代表民主制を市長と対等に担う横浜市会の

活動をより明確化し、役割や活動状況を市民に分かりやすく理解いただけるもの

にしていくことを認識して活動する必要がある。   

議会基本条例は、市会運営委員会での協議を経て制定いただくこととしたが、

議会基本条例の制定に当たっては、当特別委員会での協議結果に基づく取り組み

や、横浜市会のこれまでの取り組みを盛り込み、別紙の構成（案）に記載の項目

ごとに、作成していただくことをお願いするものである。  

終わりに、当特別委員会は、議会基本条例の制定に向けた協議を行い、その結

果として議会基本条例を制定するとしたが、委員各位からは、横浜市会の歴史や

伝統のもと、さらなる議会改革を継続的に取り組んでいくため、議会基本条例の

制定を目的とするのではなく、条例制定が始めとなり、さらなる検証や見直しを

行い、二元代表制の一翼を担う横浜市会がその役割をより発揮できるようにして

いくことが重要であるとの意見があったことを申し添えて、横浜市会基本条例の

制定に関する調査特別委員会の報告とする。    
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○  横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会名簿  

  委  員  長   嶋  村  勝  夫  （自由民主党）  

  副 委 員 長  和  田  卓  生  （公明党）  

    同       花  上  喜代志  （民主党）  

  委 員  草  間    剛  （自由民主党）  

    同      斉  藤  達  也  （自由民主党）  

    同      松  本    研  （自由民主党）  

    同      髙  橋  正  治  （公明党）  

    同      今  野  典  人  （民主党）  

同      有  村  俊  彦  （みんなの党）  

    同     伊  藤  大  貴  （みんなの党）  

同      荒  木  由美子  （日本共産党）  

    同      井  上  さくら  （無所属クラブ）    
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